
    

2025年度 第１回 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム協議部会 
 

日時：2025年11月６日（木）10時00分～11時30分 

場所：神戸市役所１号館24階 視察対応室 

 

会 議 次 第 

１．開 会 

 

 

２．報 告 

2024年度神戸市の「にも包括」関する取組状況 資料２ 

 

 

 

３．協 議 

    神戸市の「にも包括」推進にむけたビジョン 資料３ 

 

 

 

 

  

４．閉 会 

資  料 

資  料１  2024年度精神障害にも対応した地域包括ケアシステム協議部会について 

資  料２  神戸市の「にも包括」に関する取組状況 

              別添１  アセスメントツール等 

別添２  入院者訪問支援事業 案内ちらし 

              別添３  精神保健福祉関連情報ページ改訂(案) 

資  料３  神戸市の「にも包括」推進に向けたビジョン 

参考資料１  委員名簿、関係要綱・要領 

 



精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮
らすことができる地域共生社会の実現を目指す

平成24
年度

地域移行推進連携事業協議会・研修会の実施やピアサポーターの活動による、
入院患者への発表活動や個別支援活動を実施

平成29
年度

「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業（地域移行・地
域定着推進事業検討会、連携会議）」、「精神障害者継続支援事業」を開始

平成30
年度

区単位での精神障害者支援ネットワーク構築のため、各区精神障害者支援地
域協議会を設置

令和５
年度

さらなる推進にむけた多部局連携の強化、市レベルの課題検討・施策立案を行
うため、保健所保健課内に新たな部門を設置

令和６
年度

精神保健福祉施策の強化として新規施策を立ち上げて実施。
全市での精神保健医療福祉にかかる課題検討、施策立案の場として、
神戸市精神障害にも対応した地域包括ケアシステム協議部会を開催

■ 取り組みの経緯

市町村や障害福祉・介護事業者が、精神障害の有無や程度によらず
地域生活に関する相談に対応できるように、保健・医療・福祉関係
者等による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体制を構
築していくことが必要

資料１
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステム協議部会

■ 参加メンバー構成

■令和6年度開催実績

■ 概要 ■ 意見(課題) ※一部抜粋して掲載

【第1回：現状・取組報告、課題共有】
・主体的な制度利用となるような当事者向けの制度説明ツールが必要。
また、退院後の生活どう支えていくか具体的な検討が必要。とくに、
医療と福祉の間の連携が大切。
・地域の受け皿を整えるためには地域の理解、特に10代から早期の
知識教育や、地域で対応することの多い支援者等への啓発等が必要。
また、地域で当事者と関わる機会が必要。
・18歳未満の発達障害等、精神保健福祉分野での福祉サービスが少
ない現状にある。

【第２回：全市の課題整理と神戸市の取り組みの方向性】
※課題解決にあたっては、現場で自分たちができることも含めて考えていく。

①精神障害への正しい理解の啓発及び差別の解消
②居場所・生活支援：（当事者にとっての）緊急事態への対応等24時
間の安心が提供できる仕組み
③保健、福祉、行政その他を、当事者や家族が効率よく使えるよう、ま
た自己決定できる情報発信
④当事者と周囲の疲労、家族、支援者等への総合的なサポート。皆の
共生と健康が重要。
⑤既存のサポートシステムを支援者が相互に使い、支い合えるネット
ワークづくり

・学識経験者
・当事者・家族
・医療関係(精神科病院、医師会・診療所、訪問看護事業所)
・福祉・介護関係(障害者相談支援センター、地域包括支援
センター、精神保健福祉士協会、相談支援事業所)
・社会参加・地域福祉関係(精神障害者社会復帰連盟、社会
福祉協議会)
・行政(保健・福祉・住宅・教育)

第１回：2024年9月5日 10時～11時30分

第2回：2025年３月13日 14時～15時30分

神戸市の「にも包括」を推進するために、神戸市にお
ける取り組みを評価し、精神保健福祉施策の推進に
つなげるため、 精神保健医療福祉に取り組む関係
者による新たな協議の場として設置。
年2回程度実施予定。

２



神戸市の「にも包括」に関する現状 

１．精神疾患患者数 

 (1)精神障害者保健福祉手帳の交付数 

  精神障害者の自立と社会復帰及び社会参加の促進を図るため手帳を交付している。 

   2024 年度の手帳所持者の等級別内訳は、1級 1,281 人（5.6％）、2級 13,017 人（57.2％）、 

3 級 8,470 人（37.2％）、計 22,768 人となっており、年々増加している。 

 

【表１】精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（人） 

年度末累計 2020年度 2021 年度 2022年度 2023年度 2024 年度 

合計 18,402 19,385 20,674 21,314 22,768 

1 級 1,290 1,320 1,324 1,286 1,281 

2 級 11,039 11,482 12,081 12,400 1３,０１７ 

3 級 6,073 6,583 7,269 7,628 ８，４７０ 

 

【図１】精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（人） 

        

 

【図２】精神障害者保健福祉手帳 等級別内訳（％）全国・神戸市比較 

        

資料２ 
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（２）自立支援医療費（精神通院医療）支給認定数 

通院による精神医療が継続的に必要な人を対象に、医療費の自己負担額の一部を助成している。

（2006 年度創設。所得制限あり） 

2024 年度の支給認定数は、45,153 人となっており、年々増加している。 

 

【表２】自立支援医療費（精神通院医療）支給認定数の推移 

  2020年度 2021 年度 2022年度 2023年度 202４年度 

支給認定数 32,265 34,540 35,602 39,546 45,153 

（増加率） - （7.05%） （3.07%） （11.08%） （14.18%） 

（参考：全国） 2,025,937 2,367,381 2,470,960 2,592,367 - 

※全国の数字は各年度の福祉行政報告例 より 

 

【図３】自立支援医療費（精神通院医療）支給認定数の推移（人） 

     

 

（参考）入院形態ごとの市内精神科病院在院患者数（各年６月 30 日現在） 

入院形態 措置入院 医療保護入院 任意入院 その他の入院 合計 

2024年 １３ 1,209 1,4４８ ２ 2,6７２ 

202３年 ７ 1,153 1,443 ０ 2,603 

2022年 ７ 1,153 1,457 ３ 2,620 
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２．神戸市における相談体制 

（１）各区保健福祉課での精神保健福祉相談 

 各区保健福祉課では、精神疾患について、その治療から地域生活の支援まで当事者や家族からの相談

を受けている。また、必要に応じて訪問や精神科嘱託医による相談も実施している。 

 

①相談件数（電話・面接・文書・訪問） 

  2020年度 2021 年度 2022年度 2023年度 202４年度 

実人数 6,311 5,220 3,970 5,789 4,３４5 

延べ人数 21,030 １８，６９５ １１，６３４ １２，７６５ １２，０３１ 

※2022 年度より、関係機関との相談・連携については別途「関係機関連携報告」として別集計を行っている。 

 

②（再掲）訪問件数 

  2020年度 2021 年度 2022年度 2023年度 202４年度 

実人数 ６５８ ６６１ ５０５ 493 ４６１ 

延べ人数 1,025 ９８５ １,１３３ １，１４０ １，１４８ 

※精神障害者継続支援事業による訪問を除く 

（２）精神保健福祉センターでの精神保健福祉相談 

精神保健福祉センターでの精神保健福祉相談は、電話、面接、文書にて実施している。センター内の

精神保健福祉相談員が相談内容を聞き取りの上、必要に応じて専門医師相談を案内している。 
 
①相談件数 

 

 

②（内訳）専門医師相談件数 

 2020年度 2021 年度 2022年度 2023年度 202４年度 

思春期 １０ ２０ ２７ ３８ ３８ 

依存症 ０ ４ 57 ５９ ５４ 

 

③専用回線（神戸市こころといのちの電話相談）相談件数 

 

 

2020
(令和２)年度

2021
(令和３)年度

2022
(令和４)年度

2023
(令和５)年度

2024
(令和６)年度

946 714 1,405 1,771 2,298

2020
(令和２)年度

2021
(令和３)年度

2022
(令和４)年度

2023
(令和５)年度

2024
(令和6)年度

3,848 5,286 8,938 12,311 14,553
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３．長期入院患者数と退院率 

神戸市障がい福祉計画において、国の示す「にも包括」の目標値として、1年以上の長期入院患者数と

退院率を設定している。 

  

①神戸市の長期入院患者数の推移（入院期間は１年以上） 

単位：人 

第６期計画 2021 年度 2022年度 2023年度 

目標値 １，２２６（65 歳以上を737人以下、65歳未満を 489人以下） 

実績 1,540 1,413 1,383 

65 歳以上/６５歳未満 916/624 841/572 837/546 

前年度増減 ▲90（▲68/▲２２） ▲12７（▲75/▲52） ▲30（▲４/▲２６） 

 

単位：人 

第７期計画 2024年度 2025年度 2026年度 

目標値 １，２７６（65 歳以上を7７５人以下、65歳未満を５０１人以下） 

実績 1,332 - - 

65 歳以上/６５歳未満 ８２３/５０９ - - 

前年度増減 ▲５１（▲１４/▲37） - - 

 

②精神科病院入院後の退院率（医療保護入院患者） 

 

第６期計画 目標値 2021 年度 2022年度 2023年度 

3 か月時点 69％以上 73.7% 65.5% 73.2% 

6 か月時点 86％以上 89.5% 88.8% 87.4% 

1 年時点 9２%以上 93.8% 96.0% 94.7% 

 

第７期計画 目標値 202４年度 

3 か月時点 6８．９％以上 7１.４％ 

6 か月時点 8４．５％以上 8２．６% 

1 年時点 9１%以上 ９１．７% 
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４．「にも包括」の取組状況 

（１）協議の場の実施状況 

 本市では、地域課題の解決に向けて、次の 4つのレベルで協議の場を設けている。 

地域レベル：個別事例を検討 

区レベル：地域課題を検討 

広域調整レベル：圏域を横断して生じる課題を検討 

市レベル：市全域の課題を集約し検討 

これにより、地域課題を的確に吸い上げ、解決を目指した取組を進められるよう構成している。 

（実績） 

・開催回数：19 回  

・参加者数：602 人 

・参加者数の内訳 

（内訳） 保健 医療・精神 医療・精神以外 福祉 介護 当事者・家族 その他 

参加者数 １９０ １０５ ７ ２３５ ２７ １５ ２３ 

 

①市レベル：精神障害にも対応した地域包括ケアシステム協議部会 

「にも包括」における取組を共有し、精神保健医療福祉に関する課題整理や施策の方向性の検討、多機

関との協働による精神保健福祉施策の推進を主題に協議を行う。 

実施日 議題 

９月 15 日 「にも包括」推進の上での構成要素ごとの課題、目標等について 

３月 13 日 ・「にも包括」推進に関する課題整理について 

・神戸市の「にも包括」推進の方向性、取組について 

（方向性） 

協議を通して示された取組の方向性を、本市「にも包括」実現に向けた 5つの柱として掲げ、具体的な

取組への展開を目指し検討を進めていく。 

【取組の方向性（５つの柱）】 

柱１：精神障害への正しい理解の啓発及び差別の解消 

柱２：居場所・生活支援：（当事者にとっての）緊急事態への対応等 24 時間の安心が提供できる仕組み 

柱３：保健、福祉、行政その他を、当事者や家族が効率よく活用できる、また自己決定できる情報発信 

柱４：当事者と周囲の疲労、家族、支援者等への総合的なサポート。皆の共生と健康が重要。 

柱５：既存のサポートシステムを支援者が相互に使い、支い合えるネットワークづくり 

※課題解決には、現場で「私たち」ができることも含めて考えていく。 

 

②広域調整レベル：精神障害者地域移行・地域定着推進事業による協議の場 

地域移行・地域定着推進の観点から、圏域横断的な課題抽出・ネットワーク構築を図ることを目的とし

て実施している。 

2024 年度は検討会を通じて、地域移行の検討に活用できる、医療機関と地域の福祉事業者間で共通認

識を持つためのアセスメントツールなどを作成した。（別添１参照） 

会議名 連携会議 検討会 評価会議 その他 

開催回数 １回 ３回 ３回 ２回 

 

③区レベル：区精神障害者支援地域協議会 

地域における精神障害者支援ネットワークを構築し、各区における地域課題の抽出や解決に向けた検

討、関係者間での連携強化を目的として実施している。 

開催実績：８区・支所 
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（２）「にも包括」【取組の方向性（５つの柱）】ごとの取組状況 

柱１：精神障害への正しい理解の啓発及び差別の解消 

【取組】 

①精神保健福祉ボランティア講座（主催：神戸市社会福祉協議会）１コース４回／年 

②KOBE ピアサポーター等を活用した市民向け啓発 ７回／年 

③神戸市こころのサポーター養成研修 

神戸市に在住・在学・在勤の方を対象に精神障害への正しい知識と理解を持ち、身近な人に対して手助

けができる「こころのサポーター」を養成する 120 分の研修を実施した。 

・研修内容 

こころの病気、当事者の体験やリカバリーに関する講義、身近な人のサポート方法 

・2024 年度実績 

 実施回数：12 回   

養成者数：436 名 

・2025 年度実施状況 

健康創造都市 KOBE や市内大学への情報発信を行い、民間企業や学生等幅広い対象への周知を行った。 

市民向け（集合型）研修： 2025 年 10 月～12 月  実施回数：11 回 

企業・団体向け（出張型）： 2025 年 10 月～2025 年１月  申込団体数：８団体（上限） 

 

柱２：居場所・生活支援：緊急事態への対応等 24 時間の安心が提供できる仕組み 

【取組】 

①住まい確保に関連する連携 

  グループホーム・医療機関・保健・福祉との連携に向けた現状や課題共有を実施した。また、2025

年度には、建設住宅局等と連携し、居住支援法人や住まいの支援に関わる支援者へ、精神障害への正

しい理解や関わり方について学ぶ研修を実施している。 

・2024年度実績 

グループホーム交流会 

 実施日：2025年２月３日  参加者数：51名 

・2025年度実施状況 

居住支援法人向け勉強会  

実施日：2025 年 8月 5日  参加者数：91名 

神戸市営住宅管理センター職員等への研修会 

 実施日：2025 年 10 月 29 日  参加者数：34 名 

 

②地域での生活を支える支援 

・精神保健福祉・多職種アウトリーチ支援事業 

2024 年７月より、精神保健に課題を抱え、地域生活が困難となって対象者へ、各区保健福祉課職員

とともにきめ細やかな訪問対応等の支援を行うアウトリーチ支援事業を開始した。 

実績 相談件数 本人・家族への支援回数（延べ） 

対応件数 99 件（うち支援件数：34件） 303 回 

・精神障害者継続支援事業 

措置入院患者等の重篤な精神障害者が医療や支援が途切れることなく、地域で安定した生活を確保

するため、入院中から退院に向けた調整・支援を実施する。 

実績 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

支援対象者数 141 人 154 人 192 人 

支援回数 3,472 回 4,708 回 4,817 回 

検討会議数 647 回 792 回 1,168 回 

・ピアサポーターによる本人・家族向けの個別相談会 毎月 1回（2025 年 1 月より開始） 

・ピアサポーターによる退院後の地域定着やリカバリー支援を目的とした個別相談・訪問の実施 
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・地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の推進 
 2020 

(令和２)年度 

2021 

(令和３)年度 

2022 

(令和４)年度 

2023 

(令和５)年度 

202４ 

(令和６)年度 

地域移行支援 

新規サービス利用人数 
（前年度継続利用を含む人数） 

11 
11 

（15） 
24 

(28) 

33 

（42） 

36 

（50） 

うち退院者 
（前年度継続利用を含む人数） 

９ 
３ 

（７） 

７ 

(13) 

16 

（25） 

１６ 

（２７） 

地域定着支援 

新規サービス利用人数 
（前年度継続利用を含む人数） 

６ 
13 

(13) 

24 

（２８） 

12 

（40） 

１５ 

（３６） 

※2022（令和４）年度は事業開始の９月から３月の実績を算出 

③精神医療相談・精神科救急医療体制の整備 

 土曜日・日曜日・祝日の昼間および毎夜間において、警察や消防、家族、本人からの電話による精神科

救急についての相談・依頼等を受信し、早期に適切な医療に結びつけるため、精神科救急医療体制を兵庫

県との協調事業として運営している。 

・2024年度兵庫県精神科救急相談状況 

 

 

柱３：当事者や家族が効率よく活用できる、また自己決定できる情報発信 

【取組】 

①入院者訪問支援事業(兵庫県との協調事業) 

 市長同意による医療保護入院のような家族との交流がない患者が、医療機関外との交流が途絶え、社

会からの孤立することのないよう、入院者訪問支援員が、患者本人の希望により、精神科病院を訪問し本

人の話を丁寧に聴くとともに、必要な情報提供等を行う。 

・対象者 

 市町村同意による医療保護入院者であって、本事業による支援を希望する方 

・2024 年度実績 

モデル事業として実施（実施期間：2024 年７～12月 本格実施に向けた課題抽出、ニーズの把握など） 

訪問支援員養成・登録者数（兵庫県内）：24名 

利用実績（神戸市圏域）：実人数９名 延べ 30 回 

・2025 年度実施状況 

令和７年度訪問支援員養成研修実績 

姫路会場（8/4）26 名   

三田会場(9/24）21 名 

支援員登録者 66 名（登録予定者含む） 

活動開始：2025 年 11 月 1 日～ 

 （別添２：案内ちらし） 

 

 

 

 

 

2,761 100% 675 100% 2,086 100%

兵庫県 1,297 47% 330 49% 967 46%

神戸市 716 26% 193 29% 523 25%

その他 748 27% 152 22% 596 29%

総件数 休日昼間（122日） 夜間（365日）

総数
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②神戸市ホームページの改訂による精神保健福祉に関する情報発信 

地域での生活を支援する制度やサービス、相談窓口は、医療、保健、福祉など様々な分野に点在し、当

事者、家族、さらには支援者においても必要な情報がわかりにくいという課題があったため、ホームペー

ジの改訂に向けたヒアリング及びワーキングを実施し、改訂を行なっている。（順次更新予定） 

・実施状況 

当事者・家族・支援者等へのヒアリング:４回 

ホームページ改訂ワーキング:１回 参加者：11名 

 ・ホームページ構成（別添３精神保健福祉関連情報ページ改訂(案)） 

タイトル 内容 

目

次 

当事者・ご家族向け情報 医療・福祉・その他の制度を、目的別・手段別に提示 

▶体調を整える(精神科医療機関情報) 

▶地域で生活する 

▶地域で働く 

▶ピアサポーター情報 

▶ご家族の方向け情報 

▶精神科病院入院中の方向け情報 

支援者向け情報 各種相談窓口や支援・制度情報をまとめて掲載 

「にも包括」について知る 「にも包括」への理解に関する情報を掲載 

精神障害について正しく理解しよう 精神障害に対する知識と理解に関する情報を発信 

▶こころのサポーター養成研修 

▶ゲートキーパー養成研修 

みんなで考える(協議の場) 「協議の場」の取組状況などを発信 

 

柱４：当事者と周囲の疲労、家族、支援者等への総合的なサポート 

【取組】 

（当事者・家族) 

①家族向けのセミナーや勉強会の実施 

・2024 年度実績：２回 参加者合計 65名 

・2025 年度状況：３回実施予定 

②依存症家族教室（依存症家族プログラム）の実施 

   2024 年度より依存症家族に対して依存症家族プログラムを提供し、依存症の理解、声のかけ方や

対応方法、家族のセルフケアなどについて学ぶ家族教室を実施している。 

  ・2024 年度実績：１クール７回 延べ参加人数 39 名 

  ・2025 年度状況：１クール８回  

 (支援者) 

 ③医療・保健・福祉等精神保健福祉に関わる支援者向け研修や課題検討の実施  

・2024 年度実績：17 回(うち 関係機関からの依頼による研修 ３回) 

・2025 年度状況： 

検討会の実施 

児童→成人、成人→高齢など、制度が切り替わる時期の移行について課題抽出を行った。 

 研修の実施 

若年層（15 歳～34歳）への支援に関わる支援者研修 参加者：77 名 

トラウマインフォームドケア研修(2025 年 11 月 29 日午後) 

 

柱５：支い合えるネットワークづくり 

【現状】 

協議の場の実施によるネットワーク構築を推進している。 

実績等については、（１）協議の場の実施状況を参照 
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地域移行支援サービス等の活用ツールについて  

 

【地域移行支援利用アセスメント】 

 精神科病院などに入院/入所中の方について退院/退所を検討する際に、必要な基礎情報を確認

するためのツールです。地域移行支援サービス利用にあたっての補助的なツールとして、他機関

との情報共有ツールとしてご活用ください。 

 

 ＜活用例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域移行支援とは】 

地域移行支援サービスの利用申請にあたり、精神科病院などに入院/入所中の方に当該サービ

スをわかりやすく説明するためのツールです。 

MHSWや一般相談支援事業所等の支援者が、患者に「退院までの流れ」や同サービスの「で

きること」を説明し、退院/退所への意欲向上と同サービスの利用促進を図ります。 

 

 

【KOBEピアサポーターを利用するために】 

ピアサポーターの利用を考えている精神科病院などに入院/入所中の方に、KOBEピアサポー

ター活用事業をわかりやすく説明するためのツールです。 

患者に加え、医療機関や施設職員など関係機関の職員にも同事業への理解を深めていただき、

ピアサポーターの活用を図り、退院意欲の向上やピアサポーターが伴走する丁寧な地域移行支援

に繋げます。 

一般相談支援事業所に患者の状態を説明する際 

サービスの利用決定後など、一般相談支援事業所と同ツール

を用いて患者の状態を共有する。 

区役所窓口でサービス利用を申請する際 

申請時に同ツールを用いて区担当者に説明し、患者の状態や

支援の方向性を共有する。 

精神科病院で地域移行支援利用を検討する際 

MHSWが患者の意欲や状態をアセスメントしたり、 

他スタッフや本人と現状を共有する。 

神戸市 2025 年 1月 
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＜退院
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＜地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

とは＞ 

＊精神科
せいしんか

病 院
びょういん

に入 院 中
にゅういんちゅう

の方
かた

が退院
たいいん

するにあたり、必要
ひつよう

な手続
てつづ

きや暮
く

らしの準備
じゅんび

を

お手伝
てつだ

いする障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスです。 

＊利用
りよう

するための費用
ひよう
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むりょう

です。 

＊途中
とちゅう

で利用
りよう

を中止
ちゅうし
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さいかい

することもできます。 
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く
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①まずは相談
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、看護師
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保健
ほけん
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➁面談
めんだん

 

区
く

役所
やくしょ
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支援
しえん

事業所
じぎょうしょ
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③申請
しんせい
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やくしょ
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しんせい
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⑤地域
ち い き

移行
い こ う
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スタート 
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サービス
さ ー び す

の

利用
り よ う

手続き
て つ づ き

をお手伝い
お て つ だ い

する 

サービス
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＜地域
ちいき

移行
いこう
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しえん

でできること＞ 
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く
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ばしょ

＞ 
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ちんたい
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ば
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う 
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＞ 
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・通院
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れんしゅう
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いろいろ 

・必要
ひつよう

なサービスの紹 介
しょうかい

 

・手続
てつづ

きの付
つ

き添
そ

い 

・困
こま

った時
とき

にどうするか 

など 

＜生活
せいかつ

のこと＞ 

・食事
しょくじ

の用意
ようい

 

・買
か

い物
もの

、洗濯
せんたく

、掃除
そうじ

などの家事
か じ

 

→できることとサポートが必要
ひつよう

な

ことを整理
せいり

する 

＜ 新
あたら

しい生活
せいかつ

の準備
じゅんび

＞ 

・家具
か ぐ

・家電
かでん

の買
か

い物
もの

 

・電気
でんき

、ガス、水道
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いっしょ
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かんが

えて準備
じゅんび

を 

進
すす

めましょう 

神戸市 2025 年 1月 
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地域移行支援利用アセスメント

退院/退所したい気持ち（同意）

【本 人】 □退院したい □してみたい □わからない □考えていない

【家 族】 □賛成している □条件付き □わからない □ 反対

【主治医】 □賛成している □条件付き（ ） □反対

【看護師】 □賛成している □条件付き（ ） □反対

【その他】 □賛成している □条件付き（ ） □反対

体調の管理

【病 状】 □安定している □治療でコントロールできる □不安定

【服 薬】 □指示有り □指示なし

□自分でできる □声かけがあればできる □服薬していない

【通 院】 □必要性を理解している □付添いがいればできる □拒否している

日中の生活

【一日の流れ】 □ほぼ決まっている □決まっていない

【OT参加】 □安定して参加している □選んで参加している □していない

相談すること

氏 名 （ ）

生年月日 （ 年齢 歳 ）

住所（住民票） （ ）

入院前に住んでいたところ

□ 住民票と同じ

記入日 年 月 日 記入者（ ）
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相談すること

【職員とのコミュニケーション】 □取れている □一方的 □難しい

【希望の伝え方】 □自分で伝えられる □サポートがあればできる □難しい

【本人の相談先】 □主治医 □MHSW □病棟看護師 □家族

□行政 □計画相談事業所 □その他

お金のこと

【年 金】 □障害年金や老齢年金を受給している □受給していない

【生活保護】 □受給している □受給していない □相談中

【管 理】 □自分でできる □後見人等がいる □手伝いが必要

退院/退所の後に暮らす場所

【本人の希望】

□自宅に戻りたい □グループホームや救護施設などを希望

□家を探す必要がある □特に希望はない

【支援者の見立て】

□自宅（一人暮らし） □自宅（家族と同居） □グループホームや救護施設

□家を探して一人暮らし □その他

全てできるようになっていなくても大丈夫です。

入院期間が長かったり、入院を何度も繰り返している場合や、退院後の生活に向けて準備するこ

とがたくさんある人は地域移行支援サービスが向いているかもしれません。

意欲喚起が必要な場合はピアサポーターの利用を検討してみてください。

ぜひ、相談してください。

神戸市 2025年2月作成
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KOBEピアサポーターを利用するために

１．目的

長期入院（入所）患者に対し、退院（退所）への不安を払拭させ退院（退所）への意欲

を喚起する。

病院（施設）職員に対しては、地域移行への理解を促し、患者の退院（退所）後を意識

しながら支援を行っていけるよう、啓発を行う。

２．方法

発表活動：患者、職員を対象にピアサポーター自身の経験について発表を行う。

個別支援：退院（退所）を希望し、主治医からの承諾が得られた患者に対し、地域生活

への移行を支援する。

３．実施主体

神戸市精神障害者地域移行・地域定着推進事業 委託法人

特定非営利活動法人 中央むつみ会（電話：078-262-7512）

＊事業に従事するピアサポーターは、神戸市ピアサポーター養成講座を受講した登録者。

有償ボランティアとして活動する。

地域定着支援

地域移行支援

退院意欲喚起

出会い

入院中 退院後

【発表活動】

・体験談を聞く

・質疑応答

・交流

【個別支援】

・院内面接

・外出支援

・交流

【個別支援】

・院内面接

・外出/外泊支援

・住居探し

・生活スキル向上

・サービス調整

・手続き同行

・家族調整 等

退院

可能なケースは

福祉サービスへ低

高

KOBEピアサポーター活用事業

精神科病院

からの依頼

病院、相談支援事業

所等からの依頼

KOBEピアサポーター活用事業
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【KOBEピアサポーター活用事業における発表活動・個別支援の流れ】

★中央むつみ会（神戸市より事業受託）

・KOBEピアサポーター養成、登録管理

・ピアサポーター派遣、コーディネート

・ピアサポーター、協力事業所への支払い 等

★精神科病院

★一般相談支援

事業所

発表活動依頼

発表活動

地域移行依頼

個別支援依頼

ピアサポーター派遣・

コーディネート 個別支援依頼

協力事業所として協働

する場合、￥3,000/回を

中央むつみ会より支給

協働事業所として

の活動依頼

A B D

A：院内での発表活動を依頼する場合
病院から直接、中央むつみ会へご相談ください。

発表活動を行う際は、ピアサポーターに協力事業所または中央むつみ会が同行します。

B：病院から個別支援を依頼する場合
地域移行支援の利用に至っていない患者への意欲喚起のために個別支援を希望する場合は、

病院から直接、中央むつみ会へご相談ください。

個別支援を行う際は、中央むつみ会より依頼した協力事業所または中央むつみ会が同行（毎回）

します。

D：一般相談事業所から個別支援を依頼する場合
地域移行支援の申請があった患者への意欲喚起のために個別支援を希望する場合は、事業所より

直接、中央むつみ会へご相談ください。協力事業所として協働し、個別支援に同行した場合は中央

むつみ会より事務費（3,000円/回）を支払います。協力事業所としての協働ができない場合は、中央

むつみ会が協力事業所として個別支援に同行（毎回）します。

C：協働事業所としての活動
ピアサポーターが発表活動や個別支援を行う際、病院とピアサポーター等との事前調整や当日同行し

てサポートを実施。活動報告書に基づき、中央むつみ会より事務費（3,000円/回）を協力事業所へ支払

C

C

神戸市 2025年2月
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神戸市精神保健福祉関連情報
ホームページ 改定案

メニューをクリックすると
該当情報ページに遷移

別添３

20



→市内医療機関情報へ遷移

→(新規ページ)
ピアサポーターに関する情報
ページへ遷移

→ご家族向け情報ページへ遷移

21
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医療サービスです。詳細は主治医の先生

にご相談ください。
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→各区役所情報を一覧で掲載

→該当ページへ遷移
・障害者相談支援センター
・精神保健福祉センター
・ひきこもり支援室
・発達障害者支援センター

27



資料３

１



専門職による
現状・課題の理解

市民による取組

地域共生社会の実現

関係者による
方向性の共有

持続可能な体制づくり

「にも包括構築」のステップと目指す姿(ビジョン)【全体像】（案）

柱
１

私たちは、精神障害について正
しく理解し、誤解や偏見をなく
す努力を始めます。

私たちは、地域での啓発のあり
方を話し合い、共通の理解を育
てます。

私たちは、精神障害を理解する
学びの場や当事者との対話の
場をつくります。

私たちは、啓発活動を継続的に
行える仕組みを整えます。

精神障害への正しい理解の啓発
及び差別の解消

柱
２

私たちは、安心できる居場所や
支援の現状を調べ、当事者・家
族・支援者が不安を感じる場面
を把握します。

私たちは、誰もが安心できる仕
組みの必要性や支援体制の方
向性を共有します。

私たちは、見守りの支援や活動
を広げ、また、居場所など様々
な形で参加できる場をつくりま
す。

私たちは、制度や機能を活かし、
24時間安心できる支援体制を
地域に築きます。

居場所・生活支援：（当事者に
とっての）緊急事態への対応等
24時間の安心が提供できる仕
組み

柱
３

私たちは、情報の届きにくさや
制度の複雑さを理解します。

私たちは、情報発信の方法や媒
体について協議します。

私たちは、必要な情報を互いに
伝え合います。

私たちは、誰もが簡単に必要な
情報にアクセスできる体制を更
新・維持します。

保健、福祉、行政その他を、当事
者や家族が効率よく活用できる、
また自己決定できる情報発信

柱
４

私たちは、当事者・家族・支援者
の疲労や孤立に気づき、その要
因を検討します。

私たちは、当事者・家族・支援者
の役割と支え合いの仕組みを話
し合います。

私たちは、支え合いの場に参加
し、声を届けます。また、一人ひ
とりがこころの健康づくりに取
り組みます。

私たちは、当事者・家族・支援者
への相談やスーパービジョンの
体制を整えます。

当事者と周囲の疲労、家族、支
援者等への総合的なサポート。
皆の共生と健康が重要。

柱
５

私たちは、支援者同士のつなが
りの現状を把握し、連携の不足
や課題を整理します。

私たちは、連携の在り方や仕組
みを共に検討し、情報共有の方
法を話し合います。

私たちは、地域の中でつながり
を広げ、支援者も市民も一人ひ
とりが協働する場をつくります。

私たちは、協議の場を継続して
行い、情報共有プラットフォーム
構築を目指します。

既存のサポートシステムを支援
者が相互に使い、支い合える
ネットワークづくり

２



専門職による
現状・課題の理解

市民による取組

地域共生社会の実現

関係者による
方向性の共有

持続可能な体制づくり

「にも包括構築」のステップと目指す姿(ビジョン)
柱に関連する主な意見(第2回協議部会議事要旨より)

柱
１

・自分たちがわかりやすい自分たちのためのにも包括の情報発信・広報の必要性（当事者・支援者）
・家族の理解や関わり方が当事者への予後にも影響するため、家族への啓発が重要
・地域の中で精神疾患や精神障害を予防するメンタルヘルスの取り組み
・当事者自身は「にも包括」の担い手となる存在であるという視点が必要

柱
２

・地域生活を送るうえでの生活支援の充実の視点も大切
・手薄な時間帯へのプラス評価等、何らかの対応が必要
・当事者が適切なタイミングで入院医療を含めて正しく治療手段を使うことができる仕組み
・スムーズかつ丁寧で持続可能な地域移行・地域定着の仕組み
・地域で安心して生活できるような365日24時間の仕組み（障害者地域生活支援拠点等）

３



（敬称略）

氏名 役職等

橋本　健志
神戸大学名誉教授
（兵庫県精神保健福祉協会 会長）

学識経験者

鍜治　孝成 KOBE ピアサポーター

吉田　明彦 精神医療サバイバーズフロント関西 主宰

前嶋　昌子 神戸市精神障がい者家族会連合会 理事

宮軒　將 兵庫県精神科病院協会 副会長

上月　清司
神戸市医師会・
兵庫県精神神経科診療所協会 理事

尾川　隆紀
兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会（神
戸ブロック会長）

北岡　祐子 兵庫県精神保健福祉士協会 会長

櫻間　悦子 障害者相談支援センター連絡協議会 会長

岸間　大治 御影 南部あんしんすこやかセンター

安福　ひとみ 神戸市精神障害者社会復帰施設連盟 副理事長

本田　幹雄 神戸市社会福祉協議会 事業推進局長

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム協議部会委員名簿

当事者・家族

医療

福祉・介護

社会参加・
地域福祉
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステム協議部会要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は神戸市市民福祉調査委員会 精神保健福祉専門分科会運営要綱（以

下「要綱」という）第２条第１項に規定する精神障害にも対応した地域包括ケアシス

テム協議部会（以下、「にも包括部会」という）に関して必要な事項を定めるものと

する。 

 

（組織） 

第２条 にも包括部会は18名以内の委員で組織する。 

２ 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、または任命する。 

 ⑴ 精神保健福祉専門分科会会長の指名する専門分科会委員 

⑵ 当事者・家族 

⑶ 保健、医療、福祉等関係団体代表者 

⑷ 学識経験者 

⑸ 精神保健福祉業務に携わる神戸市職員 

 

（審議事項） 

第３条 にも包括部会は、地域生活支援促進事業（地域生活支援促進事業実施要綱）に

おける精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業に関する以下の事

項を審議するものとする。 

⑴ 日常生活圏域を基本として、精神保健医療福祉の重層的な連携による精神障害にも

対応した地域包括ケアシステムの構築に資する神戸市の取組みに関すること 

⑵ 精神障害者施策に関して必要な事項 

 

（会議） 

第４条 にも包括部会は部会長が招集する。 

２ にも包括部会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ にも包括部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は部会長が

決定する。 

 

（その他） 

第５条 この要領に定めるもののほか、にも包括部会の運営に必要な事項は、部会長が

定める。 

 

   附 則 

この要領は令和６年４月１日より施行する。 

 

参考資料２
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神戸市市民福祉調査委員会 精神保健福祉専門分科会運営要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、神戸市市民福祉調査委員会運営要綱（平成１２年４月１８日委員会決定）

第９条の規定に基づき、精神保健福祉専門分科会（以下「専門分科会」という。）の運営に

関し必要な事項について定める。 

（部会の設置） 

第２条 専門分科会に、精神障害者保健福祉手帳判定・自立支援医療費（精神通院費）支給認

定・指定自立支援医療機関（精神通院医療）指定部会（以下「判定部会」という。）、精神

障害にも対応した地域包括ケアシステム協議部会（以下「にも包括部会」という。）を設置

する。 

２ 前項に規定する判定部会の委任事務は、別表に掲げるとおりとする。 

３ 前項に規定するにも包括部会の委任事務は、別表に掲げるとおりとする。 

（部会委員） 

 部会に属する委員（以下「委員」という。）は、専門分科会長の指名する専門分科会委員及

び精神障害者の保健・医療・福祉等に関する事業に従事するもの、その他市長が適当と認め

るもののうちから市長が委嘱し、または任命する。 

２ 委員の任期は３年とする。ただし、委員が健康その他の理由により職務遂行が困難になり、

または専門分科会会長もしくは市長が不適任と認めたときは、これを解任することができる。 

３ 委員は再任を妨げない。 

４ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 部会に部会長を置き、又必要があるときは副部会長を置くことができる。 

６ 部会長及び副部会長は、健康局長の指名によって定める。 

７ 部会長は、その部会の会務を総理する。 

８ 部会長に事故があるときまたは部会長が欠けたときは、副部会長またはあらかじめ部会長

の指名する委員がその職務を代理する。 

９ 部会は部会長が招集する。 

10 部会は、部会に属する委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

11 部会で決議された事項は、専門分科会の決議とみなす。 

（関係者の出席） 

第４条 部会長は、必要があると認めるときは、判定部会への関係者の出席を求め、説明また

は意見を聞くことができる。 

（庶務） 

第５条 判定部会の庶務は保健所精神保健福祉センター、にも包括部会の庶務は保健課におい

て処理する。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、判定部会が定める。 

附 則 

この要綱は、平成１２年４月１８日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１４年４月１日より施行する。 

附 則 
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 この要綱は、平成１８年４月１日より施行する。 

 この要綱は、令和６年９月１日より施行する。 

 

別表（第２条第２項関係） 

 

判定部会への委任事務 

 

 

 ⑴ 精神障害者保健福祉手帳の交付申請の審査に関すること 

  ⑵ 自立支援医療費（精神通院費）支給認定申請の審査に関すること 

  ⑶ 指定自立支援医療機関（精神通院医療）指定申請の審査に関すること 

 

 

別表（第２条第３項関係） 

 

にも包括部会への委任事務 

 

 

⑴  精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムに関すること 

⑵  精神障害者の支援施策に関すること 
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神 戸 市 市 民 福 祉 調 査 委 員 会 運 営 要 綱  

平 成 12 年 ４ 月 18 日  

委 員 会 決 定  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱は 、 神 戸 市 市 民 福 祉 調 査 委 員 会 条 例 （ 平 成 12 年 ３ 月 条 例 第

101 号 )第 ８ 条 の 規 定 に 基 づ き 、神 戸 市 市 民 福 祉 調 査 委 員 会（ 以 下「 委 員 会 」

と い う ｡）の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 につ い て 定 め る 。  

（ 会 議 ）  

第 ２ 条  委 員 会 に 、 次 の 会 議 を 設 置 す る 。  

 (1) 計 画 策 定 ・検 証 会 議  定 数 15 名 以 内  

 (2) 福 祉 政 策 会議     定 数 15 名 以 内  

２  前 項 に 掲 げ る 会 議 の 所 掌 事 務 は 、 別 表 １ に 掲 げ る と お り と す る 。  

３  会 議 に 属 す べき 委 員 及 び 臨 時 委 員 は 、委 員 長 が 指 名 す る 。た だ し 、委 員 長

が 互 選 さ れ る ま で の 間 、会 議 の 運 営 上 支 障 が あ る 場 合 、会 議 に 属 す べ き 委 員

又 は 臨 時 委 員 の 指 名 に つ い て は 、市 長 が 行 う 。な お 、そ の 際 は 、委 員 長 決 定

時 に 、 改 め て そ の 承 認 を と る も の と す る 。  

４  会 議 に 会 長 を置 き 、 又 必要 が あ る と き は 副 会 長 を 置 く こ と が で き る 。  

５  会 長 及 び 副 会 長 は 、会 議 に 属 す る 委 員 及 び 臨 時 委 員 の 互 選 に よっ て 定 め る 。 

６  会 長 は 、 そ の 会 議 の 会 務 を 総 理 す る 。  

７  会 長 に 事 故 が あ る と き 又は 会 長 が 欠 け た と き は 、副 会 長 又 は あ ら か じ め 会

長 の 指 名 す る 委 員 及 び 臨 時 委 員 が 、 そ の 職 務 を代 理 す る 。  

８  会 議 は 、会 長 が 招 集 す る 。た だ し 、会 長 が 互 選 さ れ る ま で の 間 、福 祉 局 長

が 召 集 す る 。  

９  会 議 は 、会 議 に 属 す る 委 員 及 び 臨 時 委 員 の 過 半 数 が出 席 し な け れ ば 会 議 を

開 く こ と が で き な い 。  

10 会 議 に は 、 必 要 に 応 じ て 部 会 を 置 く こ と が で き る 。  

11 前 項 に 定 め る 部 会 の 定 数は 、 10名 以 内 と する 。  

12 第 ３ 項 か ら 第９ 項 ま で の 規 定 は 、部 会 に お い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い

て 、「 会 長 」 と あ る の を 「 部 会 長 」、「 副 会 長 」 と あ る の を 「 副 部 会長 」 と そ

れ ぞ れ 読 み 替 え る 。  

（ 専 門 分 科 会 ）  

第 ３ 条  委 員 会 に 、 次 の 専 門 分 科 会 を 設 置 す る 。  
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(1) 民 生 委 員 審 査 専 門 分 科 会    定 数 10 名 以 内  

(2) 身 体 障 害 者 福 祉 専 門 分 科 会   定 数 15 名 以 内  

(3) 児 童 福 祉 専 門 分 科 会      定 数 30 名 以 内  

(4) 精 神 保 健 福 祉 専 門 分 科 会    定 数 20 名 以 内  

(5) 市 民 福 祉 顕 彰 選 考 専 門 分 科 会  定 数 15 名 以 内  

(6) 介 護 保 険 専 門 分 科 会      定 数 35 名 以 内  

(7) 成 年 後 見 専 門 分 科 会      定 数 10 名 以 内  

２  第 ２ 条 第 ３ 項 か ら 同 条 第 10項 ま で の 規 定 の 規 定 は 、専 門 分 科 会に つ い て 準

用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、「 会 議 」 と あ る の を 「 専 門 分 科 会 」 と 、「 会 長 」

と あ る の を 「 分 科 会 長 」 と 、「 副 会 長 」 と あ る の を 「 副 分 科 会 長 」 と そ れ ぞ

れ 読 み 替 え る 。  

３  第 １ 項 の 各 号 に 掲 げ る 専門 分 科 会 の 委 任 事 務 は 、別 表 ２ に 掲 げ る と お り と

す る 。  

４  専 門 分 科 会 の 議 事 は 、 出 席 し た 委 員 及 び 臨 時 委 員 の 過 半 数 で こ れ を 決 し 、

可 否 同 数 の と き は 、 分 科 会 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

５  専 門 分 科 会 で 決 議 さ れ た事 項 は 、 委 員 会 の 決 議 と み な す 。  

（ 会 議 等 の 公 開 ）  

第 ４ 条  会 議 は 、こ れ を 公 開す る 。た だ し 、委 員 会 の 決 議 に よ り 公 開 し な い こ

と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 会 議 を公 開 す る と き は 、開 催 日 時 等 を 市 民 に 事 前 周 知 す

る よ う 努 め る も の と す る 。  

３  公 開・非 公 開 の 会 議 に 関 わ ら ず 、会 議 終 了 後 す み や か に 会 議 録 又 は 会 議 録

要 旨 （ 以 下 「 会 議 録 等 」 と い う ） を 作 成 す る 。  

４  会 議 で 使 用 し た 資 料 及 び前 項 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ た 会 議 録 等 の 写 し は

公 開 す る 。た だ し 、個 人 情 報 等 公 に し な い こ と が 適 当 と 認 め ら れ る 内 容 が記

録 さ れ て い る も の に つ い て は こ の 限 り で は な い 。  

５  前 ４ 項 の 規 定 は 、第 ２ 条 に 定 め る 会 議 及 び 第 ３ 条 に 定 め る 専 門 分 科 会 に 準

用 す る 。  

（ 関 係 者 の 出 席 ）  

第 ５ 条  委 員 長 は 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、委 員 会 へ の 関 係 者 の 出 席 を 求

め 、 説 明 又 は 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 は 、 会 議 及 び専 門 分 科 会 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 、「 委 員 長 」 と
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あ る の を 「 会 長 」 又 は 「 分 科 会 長 」 と 読 み 替 え る 。  

（ 参 与 ）  

第 ６ 条  委 員 会 に参 与 を 置 く 。  

２  参 与 は 、 市 職 員 の う ち か ら 委 員 長 が 指 名 する 。  

３  参 与 は 、 会 議 に 出 席 し 、 審 議 事 項 に 関 し て 意 見 を 述 べ る こ と が で きる 。  

（ 代 表 幹 事 及 び 幹 事 ）  

第 ７ 条  委 員 会 に代 表 幹 事 及 び 幹 事 を 置 く 。  

２  代 表 幹 事 及 び 幹 事 は 、 市職 員 の う ち か ら 委 員 長 が 指 名 す る 。  

３  代 表 幹 事 及 び 幹 事 は 、委 員 会 等の 所 掌 事 務 に つ い て 委 員 及 び 臨 時 委 員 を 補

佐 す る 。  

（ 庶 務 ）  

第 ８ 条  会 議 の 庶 務 は 、 福 祉局 又 は 教 育 委 員 会 事 務 局 に お い て 処 理 す る。  

２  専 門 分 科 会 の 庶 務 は 、福祉 局 、健 康 局 又 は こ ど も 家 庭 局 に お い て 処 理 す る 。 

（ 委 任 ）  

第 ９ 条  こ の 要 綱に 定 め る も の の ほ か 、会 議 及 び 専 門 分 科 会 の 運 営 に 関 し必 要

な 事 項 は 、 会 議 及 び 専 門 分 科 会 が 定 め る 。  

 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 12 年 4 月 １日 よ り 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 13 年 １ 月 ９ 日 委 員 会 決 定 ）  

別 表 は 、 平 成 13年 １ 月 ９ 日 改 正 。 但 し 、 平 成 12年 ６ 月 ７ 日 よ り 施 行 す る 。 

附  則 （ 平 成 13年 ７ 月 18日 委 員 会 決 定 ）  

別 表 は 、 平 成 13年 ７ 月 18日 改 正 。 同 日 施 行 。  

附  則 （ 平 成 15年 ７ 月 29日 委 員 会 決 定 ）  

別 表 は 、 平 成 15年 ７ 月 29日 改 正 。 同 日 施 行 。  

附  則 （ 平 成 17年 ４ 月 21日 委 員 会 決 定 ）  

別 表 は 、 平 成 17年 ４ 月 21日 改 正 。 但 し 、 平 成 17年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。 

附  則 （ 平 成 18年 10月 20日 委 員 会 決 定 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  別 表 は 、 平 成 18年 10月 20日 改 正 。 但 し 、 別 表 ２  ② 及 び ３  ② は 平

成 18年 ４ 月 １ 日 、 そ の 他 は 平 成 18年 10月 １ 日 よ り 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  
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２  障 害 者 自 立 支 援 法 附 則 第 48条 の 規 定 に よ る 精 神 障 害 者 社 会 復 帰 施

設 に つ い て は 、改 正 前 の 別 表 の ４  ② の 規 定 の 適 用 が あ る も の と す る 。 

附  則 （ 平 成 21年 １ 月 28日 委 員 会 決 定 ）  

別 表 は 、 平 成 21年 １ 月 28日 改 正 。 同 日 施 行 。  

附  則 （ 平 成 24年 ８ 月 ６ 日 委 員 会 決 定 ）  

こ の 要 綱 は 、 平 成 24 年 ８ 月 ６ 日 よ り 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 26年 ２ 月 ７ 日 委 員 会 決 定 ）  

こ の 要 綱 は 、 平 成 26 年 ２ 月 ７ 日 よ り 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 27年 12月 21日 委 員 会 決 定 ）  

こ の 要 綱 は 、 平 成 27年 12月 2 1日 よ り 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 31年 １ 月 16日 委 員 会 決 定 ）  

こ の 要 綱 は 、 平 成 31年 １ 月 16日 よ り 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 元 年 12月 26日 委 員 会 決 定 ）  

こ の 要 綱 は 、 令 和 元 年 12月 26日 よ り 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ２ 年 11月 ６ 日 委 員 会 決 定 ）  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 11月 ６ 日 よ り 施 行 す る 。  
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別  表 １ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

会 議 の 所 掌 事 務  

１ ． 計 画 策 定 ・ 検 証 会 議  

① 市 民 福 祉 総 合 計 画 の 策 定 に 関 す る こ と 。  

② 市 民 福 祉 総 合 計 画 の 進 行 及 び 成 果 の 検 証 ・ 評 価 に 関 す る こ と 。  

２ ． 福 祉 政 策 会 議  

① 市 民 福 祉 の 推 進 に 必 要 な 施 策 の 企 画 ・ 調 査 に 関 す る こ と 。  
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別  表 ２ （ 第 ３ 条 関 係 ）  

専 門 分 科 会 へ の 委 任 事 務  

 

１ ． 民 生 委 員 審 査 専 門 分 科 会  

① 民 生 委 員 の 適 否 の 審 査 に 関 す る こ と 。  

（ 社 会 福 祉 法 第 11条 第 １ 項 ）  

 

２ ． 身 体 障 害 者 福 祉 専 門 分 科 会 （ 社 会 福 祉 法 第 11条 第 １ 項 ）  

① 身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 申 請 に 必 要 な 診 断 書 を 作 成 で き る 医 師 の 指 定 の

審 議 に 関 す る こ と 。  

（ 身 体 障 害 者 福 祉 法 第 15条 第 ２ 項 ）  

② 指 定 自 立 支 援 医 療 機 関（ 育 成 医 療・更 生 医 療 ）の 指 定 及 び 取 消 に つ い て の

審 議 に 関 す る こ と 。  

（ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 第 59 条 、

第 68 条 ）  

③ 身 体 障 害 者 の 障 害 程 度 の 審 査 に 関 す る こ と 。  

（ 身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 令 第 ５ 条 第 １ 項 ）  

 

３ ． 児 童 福 祉 専 門 分 科 会  

① 児 童 の 施 設 入 所 等 の 措 置 の 決 定 及 び 解 除 に つ い て の 審 議 に 関 す る こ と 。 

（ 児 童 福 祉 法 第 27条 第 ６ 項 及 び 同 法 施 行 令 第 32条 ）  

② 児 童 虐 待 事 案 の 検 討 に 関 す る こ と 。  

③ 映 画 、演 劇 、出 版 物 、玩 具 等 に よ る 児 童 福 祉 の 増 進 又 は 児 童 に 及 ぼ す 悪

影 響 の 防 止 を 目 的 に 、 映 画 等 を 審 査 の う え 、 推 薦 又 は 勧 告 す る こ と 。  

（ 児 童 福 祉 法 第 ８ 条 第 ７ 項 ）  

④ 母 子 福 祉 資 金 貸 付 金 の 打 ち 切 り の 審 議 に 関 す る こ と 。  

（ 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 施 行 令 第 13条 ）  

⑤ 里 親 の 認 定 に つ い て の 審 議 に 関 す る こ と 。  

（ 児 童 福 祉 法 施 行 令 第 29条 ）  

⑥ 認 可 を 受 け な い 児 童 の た め の 施 設 に 係 る 事 業 の 停 止 又 は 施 設 の 閉 鎖 に

つ い て の 審 議 に 関 す る こ と 。  

（ 児 童 福 祉 法 第 59条 第 ５ 項 ）  
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⑦ 児 童 福 祉 施 設 に 係 る 事 業 停 止 に つ い て の 審 議 に 関 す る こ と 。  

（ 児 童 福 祉 法 第 46条 第 ４ 項 ）  

⑧ 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 保 育 所 の 認 可 に つ い て の 審 議 に 関 す る こ と 。  

（ 児 童 福 祉 法 第 34条 の 15第 ４ 項 、 第 35条 第 ６ 項 ）  

 

４ ． 精 神 保 健 福 祉 専 門 分 科 会  

① 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 基 準 に 適 合 し な く な っ た 、又 は そ の 運 営 方 法 が そ

の 目 的 遂 行 の た め に 不 適 切 で あ る と 認 め た 指 定 病 院 の 取 消 に つ い て の

審 議 に 関 す る こ と 。  

（ 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 第 19条 の 9第 2項 ）  

② 指 定 自 立 支 援 医 療 機 関（ 精 神 通 院 医 療 ）の 指 定 及 び 取 消 に つ い て の 審議 に

関 す る こ と 。  

（ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 第 59 条 、

第 68 条 ）  

③ 精 神 保 健 福 祉 の 調 査 審 議 に 関 す る こ と 。   

 

５ ． 市 民 福 祉 顕 彰 選 考 専 門 分 科 会  

① 市 民 福 祉 顕 彰 の 候 補 者 の 選 考 に 関 す る こ と 。  

（ 神 戸 市 民 の 福 祉 を ま も る 条 例 第 56条 ）  

 

６ ． 介 護 保 険 専 門 分 科 会  

① 介 護 保 険 事 業 計 画 の 進 捗 状 況 等 の 把 握 ・ 点 検 に 関 す る こ と 。  

② 介 護 保 険 事 業 計 画 の 策 定 の た め の 調 査 審 議 に 関 す る こ と 。  

③ 高 齢 者 保 健 福 祉 計 画 の 策 定 の た め の 調 査 審 議 に 関 す る こ と 。  

 

７ ． 成 年 後 見 専 門 分 科 会  

① 成 年 後 見 制 度 の 利 用 促 進 に 関 す る こ と 。  

（ 成 年 後 見 制 度 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 14条 第 ２ 項 ）  
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